
▪
過
剰
な
堆
肥
散
布
を
し
な
い

　

地
下
水
汚
染
の
原
因
に
も
な
る
過
剰
な

堆
肥
散
布
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

▼
農
政
課

☎
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３
５
１
７
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３
８
１
７

▼
環
境
政
策
課

☎
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局
３
５
４
１
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局
０
１
８
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畜
産
事
業
を
営
む
方
は

「
悪
臭
関
係
工
場
等
の
届
出
」を

　

県
の
条
例
で
対
象
と
な
る
畜
産
事
業
者

は
、
悪
臭
関
係
工
場
等
の
届
出
を
毎
年
、

行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
４
月
30
日

（
水
）
ま
で
に
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
対
象
事
業
所
に
は
通
知
と
届
出

書
を
郵
送
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
届
い
て
い

な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事

業
所
①
豚
房
の
総
面
積
が
50
㎡
以
上
②
牛

房
の
総
面
積
が
２
０
０
㎡
以
上
③
鶏
を

３
０
０
０
羽
以
上
飼
育
④
う
ず
ら
を
２
万

羽
以
上
飼
育

▼
環
境
政
策
課

☎
23
局
３
５
４
１

23
局
０
１
８
０

国
民
健
康
保
険
前
期
高
齢
者

医
療
費
の
窓
口
負
担
が
変
わ
り
ま
す

　

前
期
高
齢
者
（
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の

方
）
の
医
療
費
の
窓
口
負
担
は
、
特
例
措

置
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
１
割
負
担
と
さ
れ

て
い
ま
し
た

が
、
平
成
26

年
度
か
ら
こ

の
特
例
措
置

が
見
直
さ
れ

る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　

見
直
し
に
あ
た
っ
て
の
負
担
割
合
は
表

の
と
お
り
で
す
。

※
自
己
負
担
割
合
は
、
毎
年
８
月
に
更
新

し
ま
す
が
、
同
じ
世
帯
の
70
歳
以
上
の
方

の
国
保
加
入
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
変
更
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
変
更
に
な
る
方

に
は
、
新
し
い
負
担
割
合
の
受
給
者
証
を

お
送
り
し
ま
す
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９

23
局
０
１
８
０

堆
肥
散
布
に
よ
る
悪
臭
な
ど
の

発
生
防
止
に
ご
協
力
を

　

こ
れ
か

ら
夏
場
に

か
け
て
、

農
地
へ
の

堆
肥
散
布

の
時
期
を
迎
え
ま
す
。

　

堆
肥
を
散
布
し
た
と
き
、
近
隣
の
住
宅

や
観
光
施
設
な
ど
か
ら
、
悪
臭
や
ハ
エ
な

ど
に
関
す
る
苦
情
を
招
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
平
成
25
年
は
、
悪
臭
苦
情
が
約
40
件

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

堆
肥
を
使
用
す
る
際
に
は
次
の
点
に
注

意
し
、
生
活
環
境
の
保
全
と
水
質
汚
濁
な

ど
の
防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▪
完
熟
堆
肥
の
使
用

　

十
分
発
酵
さ
せ
悪
臭
を
伴
わ
な
い
完
熟

堆
肥
を
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

▪
散
布
後
、
直
ち
に
鋤
き
込
む

　

散
布
後
、
雨
天
に
よ
り
鋤
き
込
み
で
き

な
い
こ
と
の
な
い
よ
う
、
天
候
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

▪
生
活
環
境
に
配
慮
を

　

特
に
住
居
や
観
光
施
設
に
近
い
農
地
に

散
布
す
る
場
合
は
、
生
活
環
境
に
十
分

配
慮
し
、
悪
臭
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

粉
じ
ん
、
ハ
エ
な
ど
の
害
虫
や
汚
水
が

発
生
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
・

２
級
へ
の
医
療
費
助
成
範
囲
が
拡
大

　

４
月
１
日
か
ら
、
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
１
・
２
級
を
お
持
ち
の
方
に
対
し
、

こ
れ
ま
で
対
象
で
あ
っ
た
精
神
疾
患
の
医

療
費
に
加
え
て
、
そ
の
他
の
治
療
に
か
か

る
病
院
や
薬
局
な
ど
で
受
け
る
治
療
・
薬

な
ど
の
医
療
費
自
己
負
担
額
（
保
険
適
用

分
）
も
助
成
さ
れ
ま
す
。

※
３
月
31
日
以
前
に
診
療
し
た
精
神
疾
患

以
外
の
医
療
費
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

▼
助
成
範
囲
＝
表
の
と
お
り　

▼
申
請
場

所
＝
保
険
年
金
課
、
赤
羽
根
市
民
セ
ン
タ

ー
、
市
民
生
活
課
（
渥
美
支
所
）　

▼
申

請
に
必
要
な
も
の
＝
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
、
保
険
証
、
認
印
、
口
座
の
わ

か
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）、
領
収
書
（
受

診
者
氏
名
・
診
療

点
数
等
記
載
の
も

の
）、
高
額
療
養

費
（
付
加
給
付
）

支
給
決
定
通
知

書
（
国
民
健
康
保

険
以
外
加
入
者
で

該
当
し
た
場
合
の

み
）

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
３
５
１
４

23
局
０
１
８
０
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■国民健康保険前期高齢者 医療費の窓口負担割合
対象 医療費の窓口負担割合

昭和19年４月１日
以前に生まれた方

これまでどおり１割

（一定以上の所得のある方はこれ
までどおり３割）

昭和19年４月2日
以降に生まれた方

誕生月の翌月（ただし、１日生まれ
の方はその月）から２割

（一定以上の所得のある方は３割）

■精神障害者保健福祉手帳1級・2級所持者
　への医療費助成範囲

区分 改正前 4／1 ～

通院
精神疾患のみ

全疾患
（病院、歯科、薬局な
どで受ける治療・薬
等［保険適用分］）入院


